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鳥取市社会福祉審議会関係法等（抜粋） 

 

１．民生委員審査専門分科会関係 

〇 民生委員法 (昭和二十三年七月二十九日) (法律第百九十八号) 

（第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。） 

第五条第２項 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推

薦した者について行うものとする。この場合において、都道府県に設置された社会福祉法(昭和二十六年法律

第四十五号)第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴

くよう努めるものとする。 

 

第七条 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるときは、地

方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。 

第２項 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から二十日以内に民生委員

推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、

民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。 

 

【参考】 

（第十一条 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわ

らず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。 

一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

二 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合 

三 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合） 

 

第十一条第二項 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければ

ならない。 

 

第十二条 前条第二項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対

してその旨を通告しなければならない。 
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２．心身障がい福祉専門分科会関係 

○ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年十二月二十六日) (法律第二百八十三号) 

【参考】 

 (身体障害者手帳) 

（第十五条 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を

有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、

本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法第二十

七条第一項第三号又は第二十七条の二の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童に

ついては、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。） 

 

第十五条第２項 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従

い、かつ、その指定に当たつては、社会福祉法第七条第一項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合

議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。 

 

【※社会福祉法第 7 条第１項】 

(地方社会福祉審議会) 

第七条 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、

都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下

「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に社会

福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。 

 

 

○ 身体障害者福祉法施行令 (昭和二十五年四月五日)  (政令第七十八号) 

(医師の指定等) 

第三条第 3 項 法第十五条第一項の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると

認められる事由が生じたときは、都道府県知事は、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会

(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。 

 

(障害の認定) 

第五条 都道府県知事は、法第十五条第一項の申請があつた場合において、その障害が法別表に掲げるもの

に該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない。 

 

【参考】 

※「法第十五条第一項」と「社会福祉法第七条第一項」は前頁を参照してくだい。 
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※法別表 

別表(第四条、第十五条、第十六条関係) 

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの 

１ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力につ

いて測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの 

２ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの 

３ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの 

４ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの 

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの 

１ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの 

２ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの 

３ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの 

４ 平衡機能の著しい障害 

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 

１ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 

２ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 

四 次に掲げる肢体不自由 

１ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの 

２ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第

一指骨間関節以上で欠くもの 

３ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

４ 両下肢のすべての指を欠くもの 

５ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、

永続するもの 

６ 1 から 5 までに掲げるもののほか、その程度が 1 から 5 までに掲げる障害の程度以上であると認めら

れる障害 

五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい

制限を受ける程度であると認められるもの 

 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年十一月

七日) （法律第百二十三号) ※障害者総合支援法 

【参考】 

 (指定障害福祉サービス事業者の指定) 

第三十六条  
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３ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあって

は、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

十二 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号までのいずれか

に該当する者のあるものであるとき。 

十三 申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第八号から第十一号までのい

ずれかに該当する者であるとき。 

 

【参考】 

 (支給認定等) 

第五十四条 市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援

医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況

その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、厚生労働省令で定める自立支援医療の種

類ごとに支給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち厚生労働省令で定め

る種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)又は心神喪失等の状態で重大な他

害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定により受けることがで

きるときは、この限りでない。 

２ 市町村等は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する

医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療

を受けるものを定めるものとする。 

 

(指定自立支援医療機関の指定) 

第五十九条 第五十四条第二項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これら

に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の厚

生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 

 

【参考】 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自

立支援医療機関の指定をしないことができる。 

一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険

医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。 
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二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又

は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による指導又は第六十七条第一

項の規定による勧告を受けたものであるとき。 

三 申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。 

四 前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく

不適当と認めるものであるとき。 

 

【参考】 

３ 第三十六条第三項(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)の規定は、指定自立支援医療機関の指

定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 

【参考】 

(指定自立支援医療機関の責務) 

第六十一条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医

療を行わなければならない。 

(診療方針) 

第六十二条 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 

２ 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療

方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 

 

 (変更の届出) 

第六十四条 指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定

める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なけ

ればならない。 

 

【参考】 

(報告等) 

第六十六条 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医

療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者

(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件

の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業

者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指

定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 

(指定の取消し等) 

第六十八条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関
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に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す

ることができる。 

一 指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項第四号から第五号

の二まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。 

三 指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に違反したとき。 

四 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。 

五 指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件

の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに

応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合に

おいて、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたと

きを除く。 

 

  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


7 

 

３．老人福祉専門分科会関係 

○ 老人福祉法  (昭和三十八年七月十一日) (法律第百三十三号) 

 (改善命令等) 

第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第十四条の四の規定に違反

したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若

しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてす

る処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七項まで、

第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行

う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期

入所施設若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限又は停止を命ずる場合(第一項の命令に違反

したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事業の制限又は停止を命ずる場合を除く。)には、あらか

じめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。 

 

第十九条第２項 

２ 都道府県知事は、前項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームにつき、その事業の廃止

を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福

祉審議会の意見を聞かなければならない。 
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４．児童福祉専門分科会関係 

○ 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年七月一日) (法律第百二十九号) 

(都道府県児童福祉審議会等の権限) 

第七条 次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に

定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 

一 児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県

にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会) 都道府県知事 

二 児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。) 

 

○ 母子保健法 (昭和四十年八月十八日) (法律第百四十一号) 

(都道府県児童福祉審議会等の権限) 

第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同

条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同

条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二

項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は市

町村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 

 

○ 児童福祉法 (昭和二十二年十二月十二日) (法律第百六十四号) 

第三十四条の十五 

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、

家庭的保育事業等を行うことができる。 

④ 市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している

場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴

かなければならない。 

 

第三十五条  

④ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得

て、児童福祉施設を設置することができる。 

⑥ 都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府

県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 

 

第五十九条 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第六条の三第九項から第十

二項まで若しくは第三十六条から第四十四条まで(第三十九条の二を除く。)に規定する業務を目的とする

施設であつて第三十五条第三項の届出若しくは認定こども園法第十六条の届出をしていないもの又は第三

十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可若しくは認定こども園法第十七条第一項の認可を受
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けていないもの(前条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又

は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含

む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職

員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しく

は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならな

い。 

⑤ 都道府県知事は、第一項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道

府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 

 

○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八

年六月十五日) (法律第七十七号) 

(設置等の認可) 

第十七条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその

設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所

在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第三項、第六項及び第七項並び

に次条第一項において同じ。)の認可を受けなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その

他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

 

(事業停止命令) 

第二十一条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こども園

の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 

一 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に故意

に違反し、かつ、園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。 

二 幼保連携型認定こども園の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。 

三 正当な理由がないのに、六月以上休止したとき。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは、あらかじ

め、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

 

(認可の取消し) 

第二十二条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく

命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第十七条第一項の認可を取り

消すことができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規

定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 
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○ 子ども・子育て支援法 (平成二十四年八月二十二日) (法律第六十五号) 

(市町村等における合議制の機関) 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議

制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び

当該施策の実施状況を調査審議すること。 

 

【参考】 

 (特定教育・保育施設の確認) 

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国

立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第五十八条の九

第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに附則第七条において同じ。)及び公立大学

法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。

第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第四号において同じ。)

を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各

号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。 

一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就

学前子どもの区分 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、

第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場

合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

(特定地域型保育事業者の確認) 

 

【参考】 

第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申

請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型

保育事業所」という。)ごとに、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所

内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)にあっては、その雇用する労働者の監護

する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う

事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業

主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉
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法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員

(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の

監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第一項第

三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を定めて、市町村長が行う。 

２ 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)

の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設

置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支

援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

【参考】 

 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 

第六十一条  

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっ

てはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る

当事者の意見を聴かなければならない。 

 

 

○ 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (昭和三十九年七月一日) (政令第二百二十

四号) 

第十三条 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に

規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第

一項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをや

めることができる。 

一 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、母子福祉資金貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した

とき。 

二 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。 

三 母子福祉資金貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。 
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